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免
許
を
受
け
た
者
に
よ
る
不
正
事
案

【
事
案
概
要
】


平
成
2
5
年
４
月
、
群
馬
県
か
ら
鳥
取
県
智
頭
町
に
移
住
し
た
男
性
が
、
町
お
こ
し
を
目
的
と
し
て
大
麻
栽
培
者
免
許
を
取
得
。


そ
の
後
、
役
場
の
協
力
を
得
て
大
麻
草
の
栽
培
を
始
め
、
敷
地
内
で
大
麻
草
４
８
８
９
株
を
栽
培
。


さ
ら
に
、
全
国
各
地
か
ら
参
加
者
を
募
っ
て
｢智

頭
町
の
麻
畑
体
験
｣
と
称
す
る
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
し
、
大
麻
の
栽
培
方
法
を
伝
授
す
る
な
ど
の

活
動
を
行
っ
て
い
た
。

平
成
2
8
年
1
0
月
、
同
人
の
住
居
等
を
捜
索
し
た
結
果
、
冷
蔵
庫
等
か
ら
大
麻
を
発
見
し
、
大
麻
取
締
法
違
反
（
大
麻
の
不
正

所
持
）
で
送
致
。
裁
判
の
結
果
、
懲
役
２
年
６
月
執
行
猶
予
４
年
の
判
決
を
受
け
た
。

【
報
道
】

【
不
正
所
持
大
麻
と
栽
培
状
況
】
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大
麻
栽
培
者
免
許
に
つ
い
て

近
年
、
外
部
か
ら
当
省
に
対
し
て
、
「
厚
労
省
が
都
道
府
県
に
対
し
て
、
大
麻
栽
培
者
免
許
の
免

許
・
不
免
許
の
判
断
に
つ
い
て
指
導
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
大

麻
栽
培
者
の
免
許
事
務
は
、
都
道
府
県
の
自
治
事
務
で
あ
る
た
め
、
免
許
を
与
え
る
か
ど
う
か
の
判
断

は
都
道
府
県
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。

大
麻
取
締
法
上
、
大
麻
栽
培
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
都
道
府
県
知
事
の
免
許
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

大
麻
取
締
法
に
免
許
の
審
査
基
準
の
規
定
は
な
く
、
都
道
府
県
が
免
許
の
審
査
を
行
う
に
当
た
っ
て

は
、
都
道
府
県
ご
と
に
策
定
し
て
い
る
審
査
基
準
に
基
づ
き
審
査
を
行
っ
て
い
る
。

＜
参
考
＞
大
麻
取
締
法

第
２
条
第
１
項
こ
の
法
律
で
「
大
麻
取
扱
者
」
と
は
、
大
麻
栽
培
者
及
び
大
麻
研
究
者
を
い
う
。

第
２
項
こ
の
法
律
で
「
大
麻
栽
培
者
」
と
は
、
都
道
府
県
知
事
の
免
許
を
受
け
て
、
繊
維
若
し
く
は
種
子
を
採
取
す
る
目
的
で
、
大
麻
草
を
栽
培
す

る
者
を
い
う
。

第
５
条
第
１
項
大
麻
取
扱
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
の
免
許
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
２
項
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
、
大
麻
取
扱
者
免
許
を
与
え
な
い
。

１
麻
薬
、
大
麻
又
は
あ
へ
ん
の
中
毒
者

２
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

３
未
成
年
者

４
心
身
の
故
障
に
よ
り
大
麻
取
扱
者
の
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

令
和
２
年
度

全
国
薬
務
関
係
主
管
課
長
会
議
資
料
（
抜
粋
）
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